
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、

電子申請が義務化※されます
令和７年（ 2 0 2 5年）１月１日施行

事業主の皆さまへ

労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所
轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません（労
働安全衛生規則第97条）。

今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確
に把握すること等を目的として、以下のとおり改正します。

※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

①事業の種類
日本標準産業分類から該当する
細分類項目を選択してください。
（例）製造業＞食料品製造業＞水産食
料品製造業＞水産缶詰・瓶詰製造業

②被災者の職種
日本標準職業分類から該当する
小分類項目を選択してください。
（例）生産工程従事者＞製品製造・加
工処理従事者（金属製品を除く）＞
食料品製造従事者

電子申請に便利な入力支援サービスのご案内

主な改正内容

これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり、
④については留意事項別に記入できるように記入欄が５分割されました。

①

②

③

④

⑤

※電子申請義務化に伴う略図の取扱いについて
従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の
「略図」のデータを添付してください。「略図」
を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮って
そのデータを添付していただいても構いません。

⑤国籍・地域及び在留資格
該当する国籍・地域及び在留資
格を選択してください。

③傷病名及び傷病部位
該当する傷病名及び傷病部位を
選択してください。
（例）傷病名：負傷＞切断

傷病部位：頭部＞鼻

④災害発生状況及び原因
５つの記入欄にそれぞれ記入し
てください。



電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入
力支援サービス】をご活用いただくことでスムーズに申請できます。

厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票
印刷に係る入力支援サービス」は、企業の皆様が所轄の労働基準監督署
に行う届出の作成を支援します。

届出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報
をe-Govを介して直接電子申請することが可能です。

また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時
中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。

・都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請に当たっては

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷

に係る入力支援サービス
をご活用ください

＼スマートフォンからの電子申請も可能です／
入力支援サービスを活用した電子申請はこちらから

厚生労働省HPにリンクします

※ 令和７年１月１日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。これらの報告に
も、入力支援サービスをご活用ください。

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
定期健康診断結果報告
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
有機溶剤等健康診断結果報告
じん肺健康管理実施状況報告
事業の附属寄宿舎内での災害報告



 

 

 

 

 

 
 

 

●建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、墜落災害をはじめ

として、2023年には年間223件の死亡災害が発生しております。また、一人親方等の死亡

災害は年間８０件となっています※。 

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」「令和５年建設業の一人親方等の死亡災害発生状況」 
 

●労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要

する経費は元請負人及び下請負人が負担しなければならない安全管理に必要な費用です。 

建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので、建設工事

請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

安全な建設工事のために 

適切な安全衛生経費の確保が必要です 
 

建設業における死亡災害は、全産業の

約３割を占めています 

安全衛生経費は必要経費です。受け取

れない場合は法律に違反するおそれが

あります。 

業種別死亡災害発生状況 

注文者に対する「安全衛生経費を内訳明示した見積書」の提出状況 

出典：国土交通省「社会保険

の加入及び賃金の状況等に

関する調査」（2024年） 

出典：厚生労働省「令和５年労

働災害発生状況」（2024年） 
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78.0%の企業が、見積り額の100％以上の安全衛生経費を

実際に受け取ることが出来ています。 
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一人親方等を含める

と年間300人以上が 

亡くなっています。 



 

 

 

 
 
労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ 

建設工事請負契約を締結する際は、次のような流れで、労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者

を明確化する必要があります。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の場合、建設業法に違反するおそれがあります 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化

し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができ

るようにしなければなりません。 

 

（１）元請負人による見積条件の提示 

 

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対

策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。 

（２）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示 

 

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害

防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立場で契

約交渉をしなければなりません。 

（３）契約交渉 

元請負人と下請負人は、契約締結の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の

実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、下請負人が負担しなければならない労働災

害防止対策に要する経費は、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、契約書面の内訳書などに明

示することが必要です。 

（４）契約書面における明確化 

元請負人が、あらかじめ契約書面において、下請負人の負

担であることを明示していないにもかかわらず、一方的に提供・

貸与した保護具などの労働災害防止対策の費用を下請代金の支

払時に差し引く行為 

 

建設業法第19条に違反 

元請負人が、労働災害防止対策に要する費用を差し引くな

どにより、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金

額となる場合 

当該元請下請間の取引依存度等によっ

ては、建設業法第19条の３の不当に低

い請負代金の禁止に違反するおそれ 

CASE01 

CASE02 

 

元請負人が、下請負人(一人親方含む)と請負契約を締結す

る際、口頭のみで契約した場合や、法定の必要記載事項を満たさ

ない契約書面を交付した場合 

CASE03  

建設業法第19条第１項に違反 



 

 

 

 

安全衛生対策項目の確認表と標準見積書のご紹介 
 

元下間における適切な安全衛生経費の確保を図るため、国土交通省と業界団体が連携して各種ツール

を作成しています。 
 

安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型） 

労働安全衛生法等に基づき、建設工事に必要な「安全衛生対策項目」をまとめた表です。元下間、

下下間における「対策の実施分担」や「費用負担」を明確にすることができます。必ず作成し、安全対策

の分担チェックや安全衛生経費の適切な支払いにつなげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生経費を内訳明示した見積書（型枠） 

安全衛生対策を適切に実施するための「安全衛生経費」を、下請から元請に提出する見積書に内訳として

明示したものです。各専門工事業団体が工種の特性等を踏まえた見積書を作成しています。 
 
 

  

 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

チェック欄に○を付けて、安全対策

に係る注文者と下請の役割 

（実施分担・費用負担）を明確化 



 

 

関係請負人においても同様の対応が必要です 

建設業法上の「元請負人」とは、建設工事の下請契約における注文者（建設業者）、「下請負人」とは、建設

工事の下請契約における請負人のことです。いわゆる「一次下請」や「二次下請」等の場合であっても、建設

工事の下請契約の注文者となる場合は、同様の対応が必要です。 

 
 

通 称 
     

建設業法上で

の呼称 

     

     

     

     

 
    

国土交通省の取り組み 

国土交通省では、建設工事における安全衛生経費の適切な支払いのための実効性

のある施策として、安全衛生対策の認識の齟齬の解消や安全衛生意識の共有を図る

ため、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「安全衛生経費を内訳として明

示するための標準見積書の作成手順」を作成し、各専門工事業団体に作成・活用を依

頼しています。 

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する国土交通省の取組は、下記

のHPをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html 

 

 

 

 

 
 

注文者となる場合は、 
下請も元請と同様の 
対応が必要です 
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発注者 元請業者 一次下請業者 二次下請業者 

 

三次下請業者 

 

発注者 

注文者 

注文者 

下請負人 

下請負人 

注文者 下請負人 

◆ お問い合わせ先 ◆ 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課 専門工事業・建設関連業振興室 

電話番号 03(5253)8111（内線24813、24816） 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

電話番号 03(5253)1111（内線5486） 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html


建設事業者の皆様へ

Ⅰ 次の資料・リーフレット等は厚生労働省ホームページに掲載されています。

安全衛生管理活動に活用いただきたい情報、リーフレット等

が掲載された厚生労働省及び北海道労働局のホームページ を

紹介します。

リーフレット等は2次元コードからダウンロードできます。

北海道労働局

№ 名称、2次元コード及びURL

１
従業員の幸せのための安全アクションSAFEコンソーシアム

ポータルサイト（ https://safeconsortium.mhlw.go.jp/ ）

２
足場からの墜落防止措置が強化されます（一側足場の使用範囲の明確化
等）～改正労働安全衛生規則 令和５年10月１日から順次施行～
（ https://www.mhlw.go.jp/content/001108426.pdf ）

３

４

５ 手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場
（ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/dl/09.pdf ）

６ 安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！
（ https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf ）

７ はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！
（ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170322-1.pdf ）

８

９
土止め先行工法とは－土止め先行工法に関するガイドラインの要点－

（ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/040330-5.html ）

10 転倒予防・腰痛予防の取組
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html ）

11

足場からの墜落防止のための措置を強化します～改正労働安全衛生規則
平成27年７月１日から施行～（ https://www.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf ）

労働安全衛生規則（足場等）が改正されました～平成21年６月１日から
施行～（ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0905-1.html ） 

ロープ高所作業を行う事業者の皆さまへ
（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000104440.pdf ）

労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等（一人親方等）の
保護措置が義務付けされます！
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html ）

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/001108426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/dl/09.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170322-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/040330-5.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0905-1.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000104440.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html


(R７.4作成)

Ⅱ 化学物質のリスクアセスメントを含めたリスクアセスメント関連について
職場のあんぜんサイトホームページに掲載されています。

Ⅲ 次の資料・リーフレットは北海道労働局ホームページに掲載されています。

１
建設業の労働災害防止について

（ https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-
kankei/saigai/kennsetsugyousaigaiboushi.html ）

２

３
一酸化炭素中毒防止対策について

（ https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00016.html ）

※ 上記のＵＲＬは令和７年４月２日現在のものです。
※ 上記のＵＲＬに掲載されたリーフレット等は、予告なく削除、変更される場合があります。

４ 北海道内の労働災害統計
（ https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html ）

№ 名称、2次元コード及びURL

12

トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。
改正労働安全衛生規則 令和５年10月１日から順次施行

（ https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf ）

１ 化学物質のリスクアセスメント実施支援
（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm ）

13
荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の皆様へ

荷役作業での労働災害を防止しましょう！
（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/170807.pdf ）

14 外国人労働者の安全衛生対策について
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html ）

15
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
～労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の内容～
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html ）

16
石綿総合情報ポータルサイト

（ https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ ）

17 振動障害の予防のために-新たな振動障害予防対策の概要-
（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf ）

18 職場における受動喫煙防止対策について
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html ）

化学物質による労働災害防止対策（金属アーク溶接等）
（ https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-

eisei/_119861_00005.html ）

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/kennsetsugyousaigaiboushi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/kennsetsugyousaigaiboushi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00016.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00016.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/170807.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00005.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00005.html
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